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２０２３年度 第３回町田市地域密着型サービス運営委員会議事要旨 
 

会議名称 

 

２０２３年度第３回町田市地域密着型サービス運営委員会 

 

第３回 

日 時 

 

２０２４年２月２９日（木）１８：３０～２０：００ 

 

会 場 

 

市庁舎１０階 会議室１０－３ 

 

参 加 者 

 

委 員：井上委員長、菅沼、木口、星野、竹内 

 

事務局： 

＜いきいき生活部介護保険課＞ 

江藤課長、水谷担当課長、諏訪担当係長、宮越、八木 

＜いきいき生活部いきいき総務課＞ 

田野倉課長、犬塚係長、大島係長、釼持 

＜地域福祉部指導監査課＞ 

大宇根担当係長 

 

傍 聴 人 

 

１名 

 

会議議題 

 

議題 

 

１．報告 

（１）地域密着型サービス事業所の指定等について  

①市内事業所の新規指定及び指定更新について 

②市内事業所の休止及び廃止について 

③他市に所在する地域密着型サービス事業所の指定等について 

（２）町田市いきいき長寿プラン２１－２３における地域密着型サービスの整

備状況について 

（３）地域密着型サービス事業所に対する実地指導について 

（４）「町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例」等の一部改正について 

（５）「（仮称）町田市いきいき長寿プラン２４－２６」の答申について 

 

資 料 

（市提供資料） 

 

資料１：２０２３年度地域密着型サービス事業所の指定等について 

資料２：町田市いきいき長寿プラン２１－２３における地域密着型サービスの

整備状況について 

資料３：地域密着型サービス事業所に対する実地指導について  

資料４－１：「町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の

基準等に関する条例」等の一部改正（素案） 

資料４－２：町田市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正の主な内容について 

資料５：（仮称）町田市いきいき長寿プラン２４－２６答申案 
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＜次第３ 報告事項＞ 

 

ありがとうございます。それでは予定していた発表、通しでご説明いただきま

した。これから委員の皆様から忌憚なきご意見をいただきながら、７時半過ぎ

を目途にまとめていきたいと存じます。 

それではご意見がある方は、よろしくお願いいたします。 

はい、では委員お願いします。 

 

先ほどご説明の資料２で、（４）の開設予定の社会福祉法人合掌苑による開設

が見送られたということで、その理由は入所者が半数しか集まらなかったとい

う説明でしたが、最初の段階で集まらなくても、その後、営業努力で増える見

込みといった観点で、もう少し様子を見ても良かったのではないかという疑問

を持ちました。その辺の事情はどうなのでしょうか。合掌苑さんは私もよく知

っておりますが、この鶴の苑というのは元々あったところですよね。そこに併

設するという意味だったのでしょうか。それで集まらない、半数しか集まらな

い、知名度から行くと合掌苑さん、それは開設段階ではだめでも、営業でもっ

と増やせそうな気がするのですが、その事情をお聞かせいただければと思いま

す。 

 

いきいき総務課から回答いたします。まず、社会福祉法人合掌苑による看護小

規模多機能型居宅介護ですが、開設には至っておりません。こちらは、市に応

募書類を出していただいた際には、定員２９名、登録定員２９名、通い１８

名、宿泊定員６名という計画書にて応募あったものです。この事業内容にて、

町田市は審査し、選定委員会にかけ、選定を行ったという次第です。しかしそ

の後、当該事業所からこの地域密着型サービスの指定を受けるにあたって、申

し出た内容が登録定員１２名、通い定員６名、宿泊定員２名といった事業内容

でした。これは、市が委員の皆さんに審査してもらった応募時の内容と異なっ

たものとなり、事業内容の審査をした意味がなくなってしまったところです。

したがって市としては、「応募時にご提案いただいた内容のとおり始めること

はできないのですか」ということを確認したところ、そもそも宿泊の部屋につ

いては、「２部屋からしか始められない」という回答でした。当該事業所は、

介護付き有料老人ホームを運営している法人ですが、有料老人ホームの部屋の

６部屋を使って、看護小規模多機能居宅介護の宿泊を行いたいという話だった

のですが、市がこうした確認を行った時点で６部屋は空いておらず、２部屋し

か確保できない状態であることが明らかになりました。これでは、審査し、事

業の実施を認めた当初の内容とは全く異なる内容にて指定申請したいというこ

とになり、市としては審査した意味がなくなってしまいました。こうしたこと

から、当該事業所の事業計画の取り下げに至りました。以上になります。 

 

わかりました。ありがとうございます。 

 

ありがとうございます。他には、ご意見ご質問等ございますでしょうか。 

 

質問ではなく、私の方から説明をさせていただければと思うのですが、資料１

のご案内にありました、夜間対応型訪問介護の休止ですが、説明をさせていた

だきます。現在ご利用の方は４名ですが、３１日をもって休止ということにな

りますので、４名の方にケアマネさんを通して次の代替えのサービスのことを

説明しているところです。うち２名は検討中ですが、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の方で今回介護保険法の改正があり、そちらで夜間対応のみ利用可
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能なサービスが入ってくるものですから、そちらで対応可能となる予定です。

残りの２名の方ですが、１人は完全に定期巡回・随時対応型訪問介護看護での

対応となりますが、もう１人の方は終了したいということでした。この理由と

しては、まず登録ヘルパーさんが昨年から今年にかけて３名退職になりまし

た。また、登録ヘルパーさんの高齢化率が高くなってきて、今７０代の方を中

心に登録ヘルパーさんとして働いていただいているのですが、なかなか職員を

充実してサービス提供ができないというところです。それも併せてどのように

していったら良いのかというところで、法改正を受けて、定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の方できちんとサポートしていこうという意向になったこと

が、今回の休止にいたった経緯となります。この委員会にて、休止の経緯の説

明をしておく必要があると思いましたので、ご説明させていただきました。以

上となります。 

 

ありがとうございます。介護保険法改正を受けてのサービス休止と、現在の利

用者の方については、次のサービス利用のフォローもできているというところ

でした。 

他にご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

質問させていただきます。資料の４－２の先ほどご説明があった地域密着型サ

ービスの新しい方向性、法改正が４月より始まるということで、国から示され

た基準があるのですが、町田市で決めたということで、４－２に 1と２に分け

て記載されているのですが、国が決めた基準との差異というか町田市が独自に

決めた基準はあるのでしょうか。各自治体でそれぞれ国の基準を受けて独自性

を出して４月１日から実施すると思うのですが、この中で市独自の基準はどれ

になりますか。 

 

はい、介護保険課がお答えいたします。こちらの条例の改正ですが、国の法改

正に沿ったものであり、町田市独自のものは特段ございません。以上でござい

ます。 

 

はい、ありがとうございます。国に沿ったものということで１の４、この生産

性向上に資する先進的な取組み、ＩＣＴ等の活用等によって、サービスの質の

確保及び職員の負担軽減が行われている場合は、人員配置基準を特例的に緩和

します。この表現がすごく曖昧とくか、どうにでも取れる、人員配置基準はそ

もそもどんなふうに緩和するのか、特例的というのは誰がジャッジするのか、

その辺がちょっと見えないなと思っています。この法改正によってこの項目１

から４も含めてですが、第三者評価機関を使うのでしょうか。それも含めて、

ご回答をお願いしたいなと思います。 

 

はい、引き続き、介護保険課が回答いたします。ご質問の１番の（４）生産性

向上の取組の人員配置の特例ですが、こちらの基準に関しても国が定めた基準

に則って、審査をしてまいります。したがって、基準としましては、特に町田

市独自に判断するというものはございません。２点目の質問の第三者評価です

が、人員基準や運営基準に関する評価ではなく、それとは別に施設のサービス

をより良くするものとして、第三者の視点で評価を行うというものでございま

す。したがって、第三者評価を使うということはございません。以上でござい

ます。 

 

ありがとうございます。 
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これに関して具体的にお答できるなら、私からも１点お伺いしたいと存じま

す。１の４番、この質を下げないでサービスを向上するというところですが、

具体的にはどういったＩＣＴを活用して、そして負担を軽減しながら向上して

いくといったことを明示されているのか、もし踏み込んだ具体的なご回答があ

ればお伺いしたいなと思うのですけれども、もし無ければ割愛していただいて

も大丈夫です。お願いいたします。 

 

介護保険課より回答いたします。具体的には、例えば生産性向上体制加算とい

う加算が新設されたのですが、その中身としましては、見守り機器のテクノロ

ジーを導入したり、介護助手の活用をしたりすること、事業所が行う業務改善

の取組のデータを出して負担軽減のために活用すること、またご利用者様のお

気持ちの変化といったものも数値化して介護の質が下がっていないかみるこ

と、といった体制や取り組みを評価する加算です。こうした加算の内容から

も、今回の改定で重要視されている生産性向上とは、利用者の安全とかつ介護

サービスの質の確保をしながら、事業所の負担軽減をしようというところを考

えており、そこに対する一つの手段としてＩＣＴの話が出ているというところ

です。この生産性向上推進体制加算というものはただの一例ですが、利用者の

ＱＯＬ等の変化という世界指標を使い、お気持ちの変化が明るく過ごせたかど

うかの指標を取ったり、いわゆる従業員の超過時間について、実際の勤務形態

と負担感がどのようであるか確認したりといった、そういった心理的肉体的負

担の変化をＩＣＴの導入によってどう変化したか必ず確認していくことが必要

になっているものです。ＩＣＴ機器の種類も多岐に渡っていますので、ある種

のＩＣＴ機器を入れたことでどうなったかというのを見ながら、かつそこが生

産性向上になっていると明らかであれば、例えば人員基準を今まで３対１だっ

たものを３対０．９にしようかといったかたちを取り入れようということで

す。こうしたことで、ＩＣＴを活用して、そして負担を軽減しながら向上して

いく生産性向上のという話につながっていると考えております。しかしなが

ら、この詳細につきましては、加算の移行等についてまだ国の資料が整ってい

ないところがありますので、少し曖昧な説明になってしまっているのですが、

こういったところでご理解いただければ幸いです、 

 

はい、ありがとうございます。ご利用者さんのＱＯＬの評価軸で行われている

ということが把握できましたので、それぞれの働き方の負担軽減と、利用者さ

んの生活の質、生命の質の向上というところで、それぞれ理解していっていた

だきたいと思っているところでございます。ありがとうございます。 

 

他に、ご意見ご質問等ございましたら、お願いしたいと存じます。では、委員

お願いします。 

 

よろしくお願いします。まずうっかりしていたのですけれども、前回の委員会

の後に、私からメールをお送りしたのは届いておりますでしょうか。質問では

なかったのですが、何かのきっかけになればと思ってお送りしていますので、

まずそれについてお話いただければとういのが１点目です。今回の資料の中で

すと、資料５番の３６、３７頁のところ、こんな効果が出ていますというとこ

ろがあります。３７頁に自主努力活動に参加している人は運動を行うグループ

週 1回以上参加する人は、さらに良い結果を示すことが確認できました。町田

市以外の外の自治体の方ですとか、確か外国の方も見て来て良い評価を受けた

のは、この事業だったと思っております。この６千何百人というのはとても多

い数字だとは思うのですが、町田市の高齢者の人口の中で見たら、決して大多

数を占めているという風にはまだまだ言えない状況だとは思っております。こ

の状況の数字にまだまだ満足しないで、自主グループを主宰する側ですとか、
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あと参加している方たち、これから参加しようかなと思っている方たち、この

方たちに向けてもっとこの成果というのは、成果とあとは実施していますよと

いうＰＲ活動のことですね、この辺りをアピールしていく機会がもっと沢山あ

ってもいいのではと思います。釈迦に説法になってしまいますが、介護保険サ

ービスというのは、インフォーマルサポートを利用しても補いきることができ

ないところを介護保険のサービスで担っていきましょうということが原則にな

っていますので、こういったインフォーマルを広げていくことができたら良い

のではと思っております。市民の方に興味を持ってもらって、こういったこと

にふれて参加するようなきっかけを作ることができたらいいのではないかと思

います。今現在、具体的にこの案内は、媒体やアナウンスの頻度など、具体的

にどのようなことをされていますでしょうか。 

 

いきいき総務課から回答させていただきます。まず、ご意見ありがとうござい

ます。本当に委員がおっしゃられます通り、知っていただくということが一番

大きなキーワードになってくるだろうと私どもも考えてございます。今回重点

テーマという、従来の計画とは少し違うかたち、読み物のようなスタイルでこ

のページを表現させていただいたのも、やはり市民の方に手に取って読んでい

ただきたいという思いが非常にあることから設けさせていただいたページにな

っております。恥ずかしながら、今ご指摘いただいた３６頁、３７頁のこうい

った効果が出ていますよということをこのようにお示ししたことは、今まであ

まりありませんでした。皆さんに参加するとすごく良いですよというお話はも

ちろんしてきたのですが、こういったエビデンスに基づいて、こんなに違いま

すよということをお示しして、じゃあやってみようかなという気持ちになって

いただきたいというのが、わたくしたちが今回のこの計画書で一番力を注いだ

ことでございます。本当に今ご指摘をいただいて、その部分がやはり伝わって

きているのかなと、すごくうれしく感じました。その上で、もっともっと増や

していく必要があるというお話のところになります。基本的には、定期的にあ

まり周知はされていない町トレになるのですが、常時ホームページ等でご紹介

をさせていただいておりますし、機会があるごとに町トレありますよ、自主グ

ループありますよ、お近くの支援センターに声をかけてくださいねというよう

なことは、お伝えはしているのですが、なかなか網羅的にお伝えするというの

が難しいという状況になってございます。高齢者支援センターさんの方にもで

すが、やはり市の媒体というのは非常に大きく、多面的な広がりをもってお伝

えができますので、一年に一回広報では介護予防月間のご案内の際に、こうし

たものを広くお知らせをできているのかなと思います。しかしながら、市内の

高齢者の方が１１万人今いらっしゃいます。そのうちで何千人の方がというお

話ではありますが、すべての方がやらなくてはいけないということではなく、

これは一つの選択肢だとは思います。ご自身の生きがいですとか健康づくり、

ご自分でやられている方もしくは市外でやられている方、そういう方も沢山い

らっしゃると思いますので、これが唯一の選択肢というわけではないですが、

皆様のお近くにありますよということを、引き続き周知はしていきたいとは思

っております。少しですがお時間いただいて、新しい取り組みの方をご紹介さ

せていただければと思います。資料の１１１頁でございます。こちらの方の下

段にご紹介させていただいております、高齢者に役立つ情報を掲載！「マチナ

ビ」をご利用くださいというものをご紹介させていただきます。市が運用する

Ｗｅｂサイトであり、町田市社会資源検索システム、少しこれだと名前が固い

ので、通称マチナビというものになりますが、介護予防のために運動や市民活

動等の交流を行える団体さんや、困りごと、生活支援等の団体の情報を地図上

で検索ができるというものになっております。最近は、高齢者の方も簡単にス

マホを使われる方が増えてきていらっしゃいますので、特にこういった自主グ

ループ等に参加されている活動的な世代の方々には、こういったものも非常に
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有効だろうと考えております。こちらもまだ始まったばかりであり、あまりお

知らせができていないのですが、こういったものを活用しながら、より多くの

方に知っていただきたいと考えております。少し長くなりましたが、ありがと

うございます。 

 

どうもありがとうございます。 

 

すみません、今の話の続きみたいになるのですけれども、私は訪問看護の看護

師なのでなかなかうちに来る利用者さんは、自主グループに参加したりとかと

いうところよりも一歩介護が必要になった方が多いのですが、やはりご家族の

中でもあまり自主グループといったそういった活動などを知らない方が多くい

らっしゃいます。鶴川圏域の地域包括でやっている事業ではなくて行っている

ものの中で、フレイル予防のレシピみたいなものを 1か月に１回、配るという

か、色んなスーパーなどそういうところに置いていて、そういうが結構高齢者

の元気な方の食いつきが大きくて、旬の野菜を使ったレシピが健康に良いみた

いなフレーズで出すと、意外にみなさん持っていかれます。そういうものに紐

づけて、意外にそういう健康志向が、元気な方は健康志向が多いと思うので、

そういうものに紐づけてはいかがかなと、なかなかこういうサイトを見てくだ

さいというと言うと、見ない方が多いのですが、プチ情報みたいなそういうも

のを出していきながら、それを見てそこから紐づけてそういうサイトを見てい

ただけると良いのかなと個人的に思っています。以上です。 

 

いきいき総務課です。ご意見ありがとうございます。本当におっしゃるとおり

で、このサイトを見てくださいというのはなかなかハードルが高いというとこ

ろで、少しおまけの情報みたいなかたちであると、何かやってみようかなとい

う気持ちになっていただけるのではないかと思います。事業の所管課の方に伝

えさせていただきます。どうもありがとうございます。 

 

委員長、追加よろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

いきいき総務課です。先ほど委員の方からメールについてお話がありまして、

メールの中でご意見があった介護人材の不足について追加でお伝えできればと

思います。これは委員会の中でも何回かお話をさせていただきましたが、改め

てお話をさせていただきたいと思います。今回、先ほど説明があった通りです

が、いきいき長寿プランの中の３つの重点の中の一つとして、介護人材につい

て現在不足している、これから市としてどういう風に取り組んでいくかといく

ことをご説明させていただいております。メールでご指摘のあった一昔前とい

うか、この長寿プランの中ではですね、「そのイメージ古いかも」ということ

で、介護の仕事というのは給料が安い、それから体力的にきつい、勤務時間が

長い、離職率も高いといった、それが今の訪問介護のお仕事をされている方

に、これが当てはまるのではないかというご指摘もいただいています。確かに

今回この長寿プランを作成にあたって開催した審議会の中でも、やはり委員さ

んの中には、介護の仕事というのは昔に比べてまだまだ待遇が良くないのでは

ないかというお話も出ていたことも事実です。これについて待遇・処遇に関し

ては、国の方も喫緊の課題として、今回も処遇改善が行われます。そこは国の

方が施策としていくと認識しております。市としましては、委員からもご指摘

があったとおり、介護の仕事の魅力を発信していく、これを来年度も引き続

き、今年度から始めているのですけれども、来年度ももっと熱くこれについて

は進めていきたいというように考えております。私も今の職場に来て２年目に
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なりますが、介護に従事される方の合同入職式に参加させていただいた中で、

若い職員さんがすごく熱い思いを持っていらして、現場のすごくやりがいに満

ちたお言葉をその中でもいただいています。そういったところをぜひ皆さんに

知っていただくように、動画 Youtubeを使ってですね、アピールしていきたい

と考えております。また、来年度はもう少し大きく、例えばまだこれは決定事

項ではありませんが、町田市の広報の中で小さい紙面ではなくて、少し大きな

紙面を取った特集として、介護人材についてアピールできたらと考えて調整を

しているところになります。また、現在毎年行っておりますアクティブ福祉

in町田についても、もう少し市民の方にも広く知っていただくような方法が

ないかというのを検討しています。今はご存じのとおり、文化交流センターと

いうところで少しクローズ的で一般の方が入りづらいような場所でやっている

ところを、市民の方も奥に入れるような場所で行って、さらにそこで介護の仕

事の魅力を感じ取ってもらえるようなやり方を検討しているところになりま

す。さらに、働いている方に誇りをもって働いていただきたいと考えておりま

すので、今年度からは介護人材、介護の現場の中で長く働いている方に対し

て、こちらから表彰というかたちを、アクティブ福祉の中で始めました。来年

度についても、同様に行ってまいりたいと考えております。少し長くなりまし

たが、私からは以上となります。 

 

介護保険課です。こちらからも委員からメールにて、「今後２０年を見据えた

ときに、予防、自立支援、重度化防止の根拠となるような給付に、保険者と施

設、事業所、多くの専門職がより真摯に実効性を持って取り組むこと」という

点でご意見いただいていることについてお話いたします。介護保険制度が２０

年を経過し、当初は医療を補完するというところでスタートした制度でした

が、それを上回るスピードで日本の高齢化が進んだことにより、介護保険が医

療を補完するではなく、介護保険が主体となるような状態になっているところ

です。また全国的に高齢化が進み、団塊の世代の方が２０２５年に７５歳をむ

かえるという状況ですが、とくに町田市においては、さらに上の８０歳以上の

方の構成比が、他の自治体、全国に比べて少し高い状態です。つまり町田市で

は、その分、介護保険サービスを使う人が多くなる、多くなっていくだろうと

いう状況です。他の自治体ももちろん高齢化率は高いのですが、露骨な言い方

をしてしまいますと、その中身としては、７４歳以下の前期高齢者という介護

保険サービスをまだ使わないような年齢の構成が多く、介護保険サービスを使

うような年齢、７５歳以上の後期高齢者の方々が少ない傾向です。一方町田市

は、先ほど述べましたとおり８０歳以上の構成が多く、介護保険サービスを使

う方が多いという傾向です。こうした町田市の状況から、今回委員からいただ

いたような、先を見据えたというところを考えると、高齢者が介護予防に取り

組みながら重度化を防止し、なるべく自立した状態でどう最後を迎えるかとい

うところを介護給付の観点でも考えていく必要があると考えております。今回

のご意見は、そうした点をケアマネジャーの視点で書いていただいているので

はと考えております。現在、ケアマネジャーの方におかれましても、市民の

方、地域の方に対して、なるべく今の状態と変わらずに最後を迎えることを視

野に入れて、相談やケアプラン作成等に奮闘していただいているのですが、そ

れが今後より一層強くなっていく、ご指摘の予防、自立支援、重度化防止にさ

らにご協力いただくということになると思います。やはり行政だけでは進まな

いことではありますので、本当にここに書かれているように、様々な形で事業

所と、それからまだこれから高齢者になりうる人たちを含めて、介護保険制度

をどう支えていくかというのを、より言及しながら一緒に取り組んでいただけ

ればと思っております。人材不足のところについても、ケアマネジャーも不足

しているのではという話もあるのですが、それは連絡会等々、話し合いをし

て、今後そういう人材不足のところをどうカバーして、市民を支えていくかと
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いうことを、今まで以上に連携を取りながら考えていきたいと思っておりま

す。事業所の皆さまにおかれましては、今後ともお知恵をいただいてご協力い

ただきながら、町田市の介護保険制度というのを運営していきたいと思ってお

ります。以上です。 

 

すみません。時間もないので一言だけ。メールを送ったことさえ忘れていて、

さっき思い出したところでしたが、こうしてすごく広げていただいてありがた

く感じています。私からは以上です。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

先ほどいきいき総務課から人材についての、委員からのメールで返答されたこ

とから、やはり力が入っていると感じているのですが、このいただいた資料５

の中の４９頁の中に色々介護人事について書かれています。町田市の介護人材

開発センターというのは、取組が早くて２０１１年から取り組んでいると、多

摩２６市の中では町田市だけこういう開発センターというのを設けているとい

うことでも感心をしているのですが、ただ市と介護人材開発センターが一体と

なって取り組んでいる、支援をしていると思うのですが、介護人材開発センタ

ーというのは場所的には介護保険課にあるのでしょうか、それともどこか別

の、どの管轄下にあるのでしょうか。 

 

いきいき総務課です。町田市介護人材開発センターというのは、市の組織では

なく、市の外郭団体として運営しているものになります。場所としては原町田

です。公民館通りの文学館のはす向かいぐらいにあり、そこで運営しておりま

す。 

 

そこは、どこが監督するのですか。介護人事センターと折衝するのは市の方で

は、介護保険課ですか、いきいき総務課ですか。 

 

いきいき総務課です。介護人材開発センターとのやり取りをしているのは、い

きいき総務課になりますので、何かありましたらいきいき総務課までご意見を

いただければと思います。 

 

併せて、４９頁にあります市の調査で、離職率が２０１６年の２６.６から、

２０２２年には１５.０と大幅に改善されているということですが、その上の

全産業の国の調査によると平均離職率１３．９という、それから医療・介護

は、１３．５よりもまだ少し高いですよね。したがってまだ手放しでは喜べな

いと思いますので、これについての推進をしていただければと思います。以上

です。 

 

ありがとうございます。 

 

委員にケアマネさんが本当に不足していますねと、私たちはどちらかというと

サービス事業になるので、ケアマネさんから来た方の利用者さんになると思う

のですが、今ひしひしと介護人材だけではなくて、サービスを受ける人が沢山

いるのですけれども、というか受けたいと思う人は沢山いるんですけれども、

そこをさばくケアマネさんが足りていないというのがあります。本当にうちの

法人でも介護職員さんにケアマネを受けましょうと言っても、あんな１００件

も２００件もできませんと、なんかそのケアマネのイメージが昔はもっとキラ

キラしていたものだったと思うのですけれども、やっぱりこうなんていうか同

じ話になってしまいますけれども、ケアマネさんがいなければこの介護保険と
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いうのは動かないっていうのはすごく感じていいます。不足すると一番困って

しまうのは、高齢者を抱えていらっしゃるご家族だったりするので、そのあた

り本当に、訪問看護もそうですが、全体的にサービスをする人がいないと難し

いなと思っています。例えば私たちのところはヘルパーや介護職員、サービス

をする方の人材となりますけれども、本当それだけじゃなくてケアマネさん本

当に足りないと感じています。それから、ケアマネさんが高齢化している、そ

うですよね。結構高齢化してしまっているということもあって、若い人がケア

マネをやりたいと思っていただけるように頑張りたいと思いますので、一緒に

頑張っていきたいと思います。すいません。 

 

ありがとうございます。 

 

ケアマネジャー不足というのは私も実感していまして、同じ相談職からもなか

なか、他の相談職をやっていた方がケアマネになるというのは、なかなか少な

くて、介護職をやってらっしゃった方がケアマネジャーになる傾向は、やっぱ

り受験者数を見ても明らかなのかなと思っています。そして、少し広げると、

たまに高校の授業で介護のお話をさせていただくことがあるのですが、高校生

というのは介護の資格を取ったら一生介護しかできないと思ってらっしゃる方

がいて、そうではなくてこの後また勉強したら、看護師さんにもなれるでしょ

うし、施設長さんになれるかもしれない、ケアマネジャーにももちろんなれま

すし、キャリアによっては介護職から早い段階からはずれて相談員さんになっ

たりとか、リハビリの専門職になったりとか、色んなキャリアがあるんです

が、そこがやっぱり今のこの社会の中で、若い人たちが特に見ることができな

いではないか、それが高校生だけじゃなくて大学とか専門学校とかを終えて仕

事を探すにあたって、介護の仕事というのがより選択肢に入って来ないのでは

ないかなと思っています。そのあたりはさっきも事務局さんがお話されていた

町プロですとかアクティブ福祉など、色んな場所や媒体を使ってもっともっと

アナウンスをして、魅力をしっかりと伝えていくことができれば、私と同年代

の人や、もう少し若い３０代、２０代くらいの方でも、しっかりとこのお仕事

に向き合う機会というのが、もう少しできてくるんじゃないかなと思っていま

す。すみません、回答になっていなくて申し訳ないですけれども、以上です。

ありがとうございました。 

 

ありがとうございます。既定の時間を少し過ぎてきましたが、他にまたご意見

がありましたら、ご質問、ご意見等お受けしたいと思います。 

よろしいでしょうか。もしまた思いついたことがありましたら、事務局の方に

メール等でお寄せいただければと思っているところでございます。だいたいよ

ろしいですかね。それでは、と意見も頂戴いたしましたので、ご意見としては

ここまでといたしまして、あとは事務局の方に進行を戻していきたいと存じま

す。よろしくお願いいたします。 

 

皆様、本日も限られた時間ではございましたが、活発なご議論と多くの貴重な

ご意見をいただき、ありがとうございました。追加で質問ご意見等ございまし

たら、介護保険課のメールアドレスに、３月７日木曜日までにご送付いただけ

れば、ご意見というかたちで承らせていただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

 


